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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、「知は社会の礎である」という価値観のもと、「知の生成と流通に革新をもたらす企業集団となる」というグループビジョンを掲げて事業運
営を執り行っております。これら当社の経営理念の実現のためには、株主様、お客様、お取引先様をはじめとするステークホルダーの皆様からの
ご期待に応えながら経営の透明性を高めることでその信頼を得て、継続的に企業価値を高めていくことが必要であると考えております。そのため
の経営体制に関しましては、経営意思決定の迅速化、業務執行の適正性及び効率性を確保するとともに、企業経営の監査・監督の充実を図り、
正直で透明な組織運営を行うことを基本とするコーポレート・ガバナンスの強化が経営上の最重要課題であると認識しております。

＜経営理念＞

　■価値観：「知は社会の礎である」

私たちは、知が人に与える力を信じます。そして時代に即した最良の知のグローバルな循環が21世紀の創発的な日本の社会の礎であると考えま
す。

　■グループビジョン：「知の生成と流通に革新をもたらす企業集団となる」

私たちは、「知は社会の礎である」という価値観を共有し、教育・学術機関、図書館、出版業界等と連携し、最良な知の生成・流通と知的な環境づく
りにおいて、革新的な仕組みを創出、提供することにより、業界の活性化をリードし、日本の社会に貢献する企業集団となることを目指します。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しています。

（補充原則１－２－４）

当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率は５％未満であり、議決権電子行使プラットフォームの利用および招集通知の英訳等は行
っておりませんが、インターネットによる議決権の電子行使は導入しております。今後、株主の構成変化等を踏まえ、必要に応じて招集通知の英
訳を検討いたします。

（補充原則２－４－１）

当社は中核人材の登用等における多様性の確保については、ジェンダー平等を達成し、女性活躍の機会を高めることが重要と考えております。
当社グループの事業会社はそれぞれ業態が異なっていることなどから測定可能な一律な目標を設定してはおりませんが、女性活躍推進法に基づ
き厚生労働省に行動計画を提出している事業会社では、目標を含む計画を女性の活躍推進企業データベースに開示しております。

また、中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性は認識しており、今後多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針を
整備し、その実施状況と併せて開示するよう努めてまいります。

（補充原則３－１－２）

当社の株主における海外投資家の比率は５％未満であり、英語による開示等は行っておりませんが、今後、株主の構成変化等を踏まえ、必要に
応じて英語による開示等を検討いたします。

（補充原則３－１－３）

当社は2021年に取締役会の諮問機関としてサステナビリティ委員会を設置し、当社の企業集団としてのサステナビリティに関する方針や課題・取
り組みの検討を開始しております。今後経営戦略を開示する際にはそうした取り組みを開示するとともに、人的資本や知的財産への投資等につい
ても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供するよう努めてまいります。

（原則４－２．　取締役会の役割・責務(2)）

当社取締役会は、経営陣からの提案を独立した客観的な立場において多角的かつ十分な検討を行い、承認した提案が実行される際には、経営
陣幹部の迅速・果断な意思決定を支援し、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うことを主要な役割・責務の一つと捉えてお
ります。

また、経営陣の報酬については、業績を勘案しておりますが、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させたインセンティブ付けは現在のと
ころ実施しておらず、今後の課題として検討してまいります。

（補充原則４－２－１）

当社は、経営陣の報酬については、業績を勘案しておりますが、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させたインセンティブ付けは現在の
ところ実施しておらず、今後の課題として検討してまいります。

（補充原則４－２－２）

当社取締役会は2021年に諮問機関としてサステナビリティ委員会を設置し、当社の企業集団としてのサステナビリティに関する方針や課題・取り
組みの検討を開始しております。また、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフ
ォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効的に監督を行うべく努めてまいります。



【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

2021年6月の改訂後のコードに基づき記載しています。

（原則１－４．　政策保有株式）

当社及び当社の連結子会社は、営業取引先などとの関係を維持・強化するため、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を政策保有
株式として保有いたします。政策保有株式については、当初の目的が期待できない、又は保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合わないと判
断した場合は、売却等により縮減いたします。

これら個別の政策保有株式については毎年取締役会にて保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を精査し
、保有の適否を検証いたします。

政策保有株式に係る議決権の行使については、議案等を個別に精査し、保有目的に照らして発行会社の企業価値及び当社グループの株主利益
の向上に資するか否かを判断基準とし、総合的に判断の上行います。発行会社の企業価値又は当社グループの株主利益を毀損する懸念のある
提案については、十分に検討の上賛否を判断いたします。

（原則１－７．　関連当事者間の取引）

当社では、取締役との関連当事者間取引を行う場合は取締役会の決裁手続きによることとしており、当該取締役は決議に当たっての定足数に算
入せず、議決に加わることができない旨定めております。また、主要株主等との取引については取締役会で検討の上で実施しております。関連当
事者との重要な取引については、会社法や金融商品取引法の定めるところにより開示を行います。

（原則２－６．　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮）

当社は企業年金制度を導入しておらず、アセットオーナーとしての機能はございません。

（原則３－１．　情報開示の充実）

（i）当社は、「知は社会の礎である」という価値観のもと、「知の生成と流通に革新をもたらす企業集団となる」というグループビジョンを掲げて事業
運営を執り行っております。また、持続的な成長を遂げるために、「学びとともに生きる社会への取り組み」「地域創生への貢献」「新しい書店収益
モデルの創造」を戦略の柱とし事業を推進します。経営計画については、当社ホームページに記載しています。

https://www.maruzen-chi.co.jp/ja/ir/news/news-9018208626252993956/main/0/link/managementplan20210426.pdf

（ii）これら当社の経営理念の実現のためには、株主様、お客様、お取引先様をはじめとするステークホルダーの皆様からのご期待に応えながら経
営の透明性を高めることでその信頼を得て、継続的に企業価値を高めていくことが必要であると考えております。そのための経営体制に関しまし
ては、経営意思決定の迅速化、業務執行の適正性及び効率性を確保するとともに、企業経営の監査・監督の充実を図り、正直で透明な組織運営
を行うことを基本とするコーポレート・ガバナンスの強化が経営上の最重要課題であると認識しております。

（iii）当社の取締役会は、当社の取締役の報酬等につき、担当する職務、責任、業績、貢献度等の要素を基準に総合的に勘案し決定することを方
針としております。また、決定については、代表取締役に委任していますが、透明性・客観性を高めるため、諮問機関として任意の報酬委員会を設
置し、報酬委員会の決議内容とともに代表取締役が決定した報酬を、取締役会に報告しています。報酬委員会には、監査等委員である取締役が
委員又はオブザーバーとして参加し、モニタリングを行っています。

（iv）当社は、複数の事業分野に渡る事業会社の持ち株会社として、各分野に精通する各事業会社の役員及び、それらを補完する知識・経験を持
つ者で構成することにより、持続的な成長及び企業価値の継続的向上のため、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランスに配慮して取
締役候補を指名することを方針としております。経営陣幹部、取締役候補（監査等委員を除く）の選任については、代表取締役社長が上記方針を
勘案の上で候補者を選定し、独立社外取締役を中心とする任意の指名委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会で選任議案として決議します。監
査等委員である取締役候補の選任については、代表取締役社長が上記方針を勘案の上で候補者を選定し、指名委員会の助言・提言を踏まえ、
監査等委員会の同意を得た上で、取締役会で選任議案として決議します。代表取締役以外の経営陣幹部の解任については代表取締役が、代表
取締役の解任については取締役会において予め定めた順序に従い他の取締役が、指名委員会に諮問し、指名委員会で審議を行った結果、取締
役会へ付議すべきという結論となった場合、取締役会において解任に関する決議を行います。

（v）取締役個々の選任についての説明及び略歴、重要な兼職の状況等については、株主総会招集通知に記載しております。

（補充原則４－１－１）

当社の取締役会は、定款及び法令に定めるもののほか、取締役会において決議する事項を取締役会規則にて定め、当社及び事業会社である子
会社等の事業計画や組織・人事、設備投資等、経営に関わる重要事項の決定を行っております。それらを除く業務執行の決定については、経営
陣に委任しており、その内容は、職務権限規程、稟議規程等の社内規程において定めております。

（原則４－９．　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質）

当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準の要件を満たす当社の独立性判断基準を定め、開示しております。

https://www.maruzen-chi.co.jp/ja/corp/cg/main/04/teaserItems1/0/link/independence.pdf

（補充原則４－11－１）

当社グループは国内の出版コンテンツ流通および教育市場が大きく変化していくことを商機と捉え、その市場において、デジタル化やDXを成長ド
ライバーとする戦略を推進していくことが最も重要であると判断しており、この戦略に照らして各取締役に期待すべき知識・経験・能力等を特定した
上で、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランスに配慮するとともに、これを一覧化したスキル・マトリックスに整理し、本報告書末尾に
添付し開示しております。規模に関しても、事業分野の多様性に鑑み適正であると考えております。取締役の選任については、独立社外取締役を
中心とした任意の指名委員会を設置し、指名委員会は取締役の指名議案等（後継者計画を含む）の決定プロセスについてモニタリングを行い、取
締役会にて意見を述べたのち、取締役会は委員会の意見を参考に議決することとしております。なお、当社の独立社外取締役には、他社での経
営経験を有する者を含めております。

（補充原則４－11－２）

当社の取締役（監査等委員である取締役を含む）の他の会社の役員の兼任状況は合理的な範囲にとどまっており、毎年株主総会招集通知及び
有価証券報告書にて開示しております。

（補充原則４－11－３）

当社は、取締役会の実効性評価につきまして、毎年、全取締役の自己評価をもとに分析・評価を行うこととし、2017年１月期より評価を行っており
ます。評価の方法としては、全ての取締役を対象として匿名アンケートによる自己評価を実施し、その結果について分析・評価を行う方法をとって
おります。主な評価項目は、取締役会の構成、審議充実に向けての課題、運営、対外コミュニケーション、取締役へのトレーニングです。アンケート
の結果、総合的に高い評価が得られており、当社の取締役会の実効性は十分に確保されていると評価いたしました。また、過去５年の評価結果
の推移をもとに討議を行うなかで、取締役会の構成や審議充実に向けての課題に関しては評価が高まっていると認識されましたが、経営戦略、中



期計画等について更なる討議の充実を図るべきとの意見があったほか、ステークホルダーとのコミュニケーションのあり方とその情報の共有につ
いても議論を進めております。

（補充原則４－14－２）

当社は、新任の取締役へは、取締役の責任とコンプライアンス及び内部統制に関する研修への参加を必須としているほか、全役員を対象とした
研修の定期的実施を行います。また、必要に応じて研修機会の提供や費用の支援を行います。

（原則５－１．　株主との建設的な対話に関する方針）

（i）当社では、株主との対話全般について、代表取締役が統括し、総務部をＩＲ担当部署としております。

（ii）当社では株主との対話を補助するため、株主からの問合せについては関連部署である総務部、経営企画部及び経理・財務部で情報共有し、
面談などの対応に当たっては、各部署の責任者が同席するなど、有機的な連携を行っております。

（iii）当社は、ホームページにて事業に関するニュースや決算説明資料などのＩＲ情報を公開するとともに、年に２回ビジネスレポートを発行するほ
か、ホームページ上に問合せ窓口を設置して、株主や投資家との建設的な対話を促進するための取組みを行っております。

（iv）株主との対話において把握された意見・懸念など、対話の結果につきましては、必要に応じて適宜経営陣幹部や取締役会へ報告するなどに
より、フィードバックを行います。

（v）当社では、内部情報管理規程を定めインサイダー情報の管理を行っております。また、決算発表前の一定期間をサイレント期間とすることによ
り、対話に際してインサイダー情報の管理に留意しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

大日本印刷株式会社 49,528,336 53.51

株式会社フォルトウナ 5,317,810 4.35

株式会社講談社 4,028,000 4.32

株式会社トーハン 3,694,406 3.99

有限会社淳久堂 2,848,000 3.39

株式会社小学館 2,203,500 3.07

丸善ＣＨＩホールディングス従業員持株会 1,481,477 2.38

工藤恭孝 1,390,800 1.59

石井昭 1,306,426 1.57

公益財団法人図書館振興財団 919,368 1.51

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 大日本印刷株式会社　（上場：東京）　（コード）　7912

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 1 月

業種 小売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満



４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社の親会社である大日本印刷株式会社（以下、「ＤＮＰ」）は、当社の総株式数の53.51％を保有する親会社であり、当社株主総会決議事項に影
響を及ぼす立場にありますが、当社設立にあたって株式移転完全子会社である丸善株式会社（以下「丸善」）及び株式会社図書館流通センター（
以下「ＴＲＣ」）とＤＮＰとの間で締結した2009年９月29日付「新会社の設立及び運営に関する契約書」において、ＤＮＰは当社の企業価値を最大化
するために、当社の経営の独立性を最大限尊重し考慮することが重要であることを認識しているとの確認を得ております。また、ＤＮＰとの取引条
件については、他の企業と同様の基準で設定をしています。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社は親会社であるＤＮＰとは企業価値向上を共通の目的とし、当社の事業子会社が展開している電子図書館や地域コミュニティの活性化支援
による地域創生への貢献事業における協働などにおいて、相互に連携しながら事業に取り組んでおります。

また、当社は取締役９名のうち親会社であるＤＮＰの出身者・業務執行者を４名選任しておりますが、取締役会において親会社からの独立性を有
する独立社外取締役を３分の１以上となる３名選任し、独自の意思決定による経営判断を行うガバナンス体制を構築し運用しております。

2010年２月１日に丸善とＴＲＣの２社の経営統合により設立した当社は、その後、株式交換により株式会社ジュンク堂書店（以下「ジュンク堂」、201
0年６月29日付発表）、及び株式会社雄松堂書店（以下「雄松堂」、2010年10月20日付発表）を、また丸善から分社、新設した丸善書店株式会社（
以下「丸善書店」、2010年８月２日付設立）、及び丸善出版株式会社（2011年２月１日付設立）を、それぞれ2011年２月１日付で当社の直接の事業
子会社といたしました。一方で当社は、2010年12月24日に株式会社ｈｏｎｔｏ（2011年６月１日に株式会社ｈｏｎｔｏブックサービスへ商号変更）を設立
いたしました。その後、ジュンク堂を丸善書店の完全子会社とし、さらに2015年２月１日付で丸善書店を存続会社、ジュンク堂を消滅会社とする吸
収合併を行った上で丸善書店の商号を株式会社丸善ジュンク堂書店に変更いたしました（2014年12月24日発表）。また2015年４月24日に株式会
社ｈｏｎｔｏブックサービスを休眠会社とする決定をいたしました。これは、株式会社ｈｏｎｔｏブックサービスで行っていた電子書籍に関する事業を株式
会社トゥ・ディファクト（ＤＮＰ、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ及び当社の合弁会社として2010年12月21日付設立、2018年４月６日付でＤＮＰ完全子
会社化）に移管したためです。また、2016年２月１日付で丸善を存続会社、雄松堂を消滅会社とする吸収合併を行った上で丸善の商号を丸善雄松
堂株式会社に変更いたしました。（2015年11月26日発表）これらにより現在当社は、直接の事業子会社４社により、事業規模の拡大とその効率的
な運営のための体制整備に取り組んでおります。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 17 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

舟橋宏和 他の会社の出身者

瀬川静真 他の会社の出身者 △ △

茅根熙和 弁護士

大胡誠 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」



a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

舟橋宏和 　 ○

フロンティア・マネジメント株式会社の業務
執行者であり、東京証券取引所が指定を
義務付ける一般株主と利益相反が生じる
おそれのない独立役員です。

コンサルタントとして豊富な経験の中で培われ
た深い見識により、客観的立場から当社グル
ープ経営の発展に資する役割が期待できると
判断したため。

瀬川静真 ○ 　

当社の親会社である大日本印刷株式会
社を2012年６月に退職しており、また、当
社の兄弟会社である株式会社DNPアカウ
ンティングサービスの取締役を2018年４月
に退任しています。

経理・会計・税務業務での幅広い知識と豊富な
経営者としての経験を有し、それらを当社の監
査体制に活かしていただけると判断したため。

茅根熙和 ○ ○

茅根・春原法律事務所の弁護士であり、
東京証券取引所が指定を義務付ける一
般株主と利益相反が生じるおそれのない
独立役員です。

弁護士としての専門的な知識や幅広い知見を
有しており、同氏の経験を当社経営の監督に
活かしていただけると判断したため。

大胡誠 ○ ○

柳田国際法律事務所の弁護士であり、東
京証券取引所が指定を義務付ける一般
株主と利益相反が生じるおそれのない独
立役員です。

弁護士としての専門的な知識や幅広い知見を
有しており、同氏の経験を当社経営の監督に
活かしていただけると判断したため。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役（名

）
社外取締役（名

）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、監査部員１名（兼務）が必要に応じて監査等委員と協働して監査を行います。なお、当該監査部
員は監査業務に関して必要な命令を監査等委員会から受け、その命令に関して代表取締役及び監査部長の指揮命令を受けないものとしていま
す。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は、会計監査人と定期的に連絡会を開催します。

連絡会では、会計監査人から、監査計画や監査状況の説明、監査結果の報告を受けるなどして、効果的な監査実施に向け密接に連携します。

監査等委員会は、監査業務の実施にあたり、当社の内部監査部門である監査部と定期的に会合を持ち、緊密な意見交換を行います。



監査部は、毎期策定する内部監査の方針・計画に基づき、当社及び当社グループ企業の会計監査・業務監査を実施し、その監査結果を定期的に
取締役会及び監査等委員会に報告します。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員（

名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名委員会 3 0 0 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬委員会 4 0 2 2 0 0
社内取
締役

補足説明

指名委員会は、当社の取締役及び執行役員の指名に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するために指名委員会規程に基
づき設置される任意の諮問機関であり、独立社外取締役２名と代表取締役社長が指名する監査等委員である取締役１名で構成されています。

また、報酬委員会は、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び執行役員の報酬に関して報酬委員会規程に基づき、設置される任意
の諮問機関であり、取締役会から報酬の決定について委任された代表取締役（以下「報酬決定者」）のほか、報酬決定者が必要に応じて選定する
当社取締役２名以上で構成されています。（当該取締役に、監査等委員である取締役が含まれない場合、報酬委員会には、監査等委員である取
締役１名以上が陪席します。）

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

2015年４月24日に開催した定時株主総会において、茅根・春原法律事務所の弁護士である茅根熙和氏が社外取締役に選任され、当社は同氏を
独立役員として指定いたしました。また、2016年４月27日に開催した定時株主総会において、柳田国際法律事務所の弁護士である大胡誠氏が社
外取締役に選任され、当社は同氏を独立役員として指定いたしました。また、2021年４月23日に開催した定時株主総会において、フロンティア・マ
ネジメント株式会社の業務執行者である舟橋宏和氏が社外取締役に選任され、当社は同氏を独立役員として指定いたしました。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

現在のところ、インセンティブ制度は活用しておりません。



ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、役員個別報酬の開示はしておりません。

事業報告には、取締役の年間報酬総額を記載しております。

　　取締役（監査等委員を除く） 　４名　　　1８百万円

　　取締役（監査等委員）　　　　　３名　　　２０百万円

　　

※当社第11期の事業年度末現在の、取締役（監査等委員を除く）５名、取締役（監査等委員）４名のうち、取締役（監査等委員を除く）２名、取締役（
監査等委員）１名は無報酬であります。なお、上記の支給人員には、当事業年度中に退任した取締役（監査等委員を除く）１名が含まれております
。

※上記のほか、役員が当社子会社から受けた役員としての報酬額は、取締役（監査等委員を除く）が４名42百万円、取締役（監査等委員）が１名７
百万円（うち社外取締役１名７百万円）であります。

※2016年４月27日に開催した定時株主総会において、取締役（監査等委員を除く）の報酬等限度額は年額360百万円以内、取締役（監査等委員）
の報酬限度額は年額120百万円以内と定めることが承認されております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の取締役（監査等委員を除く）の報酬等は、月例の基本報酬のみから構成されており、取締役会は、当社の取締役（監査等委員を除く）の報
酬等につき、担当する職務、責任、業績、貢献度等の要素を基準に総合的に勘案し決定することを方針としております。当社の取締役（監査等委
員を除く）の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であり、取締役会は各人別の報酬額について
代表取締役社長松尾英介に一任して決定しております。また、決定についての透明性・客観性を高めるため、諮問機関として任意の報酬委員会
を設置しています。報酬委員会には、取締役（監査等委員）が委員又はオブザーバーとして参加し、モニタリングを行っています。各人別の報酬額
の決定にあたっては、株主総会で定められた取締役（監査等委員を除く）の報酬等の限度内で算定し、取締役会によって設置された報酬委員会
からの答申に基づき報酬決定者たる代表取締役社長が決定し、取締役会に報告しています。

取締役（監査等委員）の報酬等については、株主総会で定められた監査等委員である取締役の報酬等の限度内で算定し、各取締役（監査等委員
）の報酬等は、取締役（監査等委員）の協議により決定します。

【社外取締役のサポート体制】

監査等委員会監査が実効的に行われるための体制として、監査部内に監査等委員会事務局を設置しております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――



元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

対象者はおりません。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

・当社は監査等委員会設置会社であります。当社は、監査等委員会を設置し、社外取締役を含めた監査等委員会による監査体制が経営監視機
能として有効であると判断し、監査等委員会設置会社形態を採用しております。

・取締役会は、取締役会規則に基づき、原則として月１回、また必要に応じて随時開催し、法令、定款又は取締役会規則に定める重要事項を決定
するとともに、各取締役の職務執行の監督を行います。また社外取締役（４名）は独立した客観的な立場から経営の監督と助言を行います。

・執行役員制度を導入し、執行役員への権限委譲を促進することにより業務遂行の機動性を高め、当社を取り巻く経営環境の変化に迅速かつ的
確に対応しうる強固な業務執行体制を構築します。

・監査等委員である取締役は、上記「当該社外取締役を選任している理由」に記載のとおり、監査等委員会監査を支えるに十分な人材を確保した
上で、取締役の職務執行について、監査等委員会の定める監査基準に基づき監査を実施します。監査等委員である取締役は、取締役会をはじめ
とする重要な会議へ出席するほか、代表取締役との意見交換、取締役、執行役員その他使用人からの業務執行状況の聴取、内部監査部門及び
会計監査人との情報交換等により、取締役の職務の執行状況を監査し、経営監視機能を果たしてまいります。

・当社の東京証券取引所が上場規則に定める独立役員は、前述の「独立役員関係」の項で記載のとおり、社外取締役３名です。

・内部監査については監査部を設置し、当社及び事業子会社の会計及び業務監査を実施するため、定期的に社内各部及び事業子会社の業務全
体にわたる内部監査を実施し、業務の改善に向けたアドバイスや勧告を行ってまいります。

・当社の金融商品取引法監査及び会社法監査を行う会計監査人は、アーク有限責任監査法人であります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社では、４名の社外取締役を選任しております。取締役会における社外取締役としての経営の監督、並びに監査等委員会による監査が実施さ
れることにより、外部からの客観的・中立的な経営監視機能が十分に働くと考えたため、現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 法定期限の３営業日前に発送を行っております。

集中日を回避した株主総会の設定 当社は決算期が１月期であるため、株主総会は「毎年４月」の開催です。

電磁的方法による議決権の行使 定時株主総会において、電磁的方法による議決権行使は可能です。

その他

・第11期定時株主総会の招集通知を当社ホームページ及び東京証券取引所のホームペ
ージに発送日の２営業日前に開示いたしました。

・株主総会開催時に、報告事項・議案等について、ビジュアル化対応を行い、株主により
平易にわかりやすい説明を行っております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

IR資料のホームページ掲載 URL：https://www.maruzen-chi.co.jp/ja/ir.html

IRに関する部署（担当者）の設置 総務部

その他 年２回ビジネスレポートを発送しております。



３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

グループ全社員の行動指針として「丸善ＣＨＩグループ行動指針」を定めています。その中
で、企業市民として社会への責任を果たし、生活者や取引先などステークホルダーを尊重
し、信頼を得られるよう行動していくことを規定しています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
地球環境への負荷をできる限り減らし、自然との共生にも配慮して、事業活動に取り組む
ことが重要と考え、環境保全と持続可能な社会の実現を目指します。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、株主、投資家、生活者、取引先その他のステークホルダーの当社グループに対す
る適正な評価及び信頼の確保に資することを目的として「情報開示規程」を定めており、適
時・適切な情報開示に努めます。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、冒頭の基本的な考え方に立脚して、会社法及び会社法施行規則に基づきコーポレート・ガバナンスの充実と強化を図ることを目的に、当
社設立日の2010年２月１日付の取締役会において「内部統制システムの構築」に関する決議を行い、また2011年３月９日開催の取締役会決議に
より、「1．取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制」及び「5．財務報告の信頼性を確保するための体
制」を当社グループとしてより一層の強化を図るための一部改定、並びに内部統制システムの中に「12．反社会的勢力による被害を防止するため
の体制」を明確に位置づけるための追加改定をいたしました。さらに2015年５月１日施行の改正会社法及び改正会社法施行規則に定める内部統
制システムの項目に合せた当社の取組みを再整理し、改めて2015年４月24日付の取締役会にて「内部統制システムの構築」に関する決議（効力
発生日は2015年５月１日）を行いました。また、2016年４月27日開催の第６期定時株主総会決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設
置会社へ移行したことにより、同日付の取締役会にて「内部統制システムの構築」に関する決議を行いました。

当社における取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及びその子会
社からなる企業集団の業務の適正を確保するための基本的な考え方及び体制の概要は、以下のとおりであります。

１．当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これ
らの者に相当する者（以下「取締役等」）及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

(1)　当社及び当社グループ会社（以下「当社グループ」）の従業員（取締役を含む）は、コンプライアンスを実践するための共通の行動基準として、
親会社が制定する「DNPグループ行動規範」のほか、「丸善CHIグループ行動指針」を遵守するものとします。当社は、「DNPグループ行動規範」及
び「丸善CHIグループ行動指針」を当社グループの従業員（取締役を含む）全員に配布するとともに、研修等を通じてその徹底を図ります。

(2)　当社取締役会は、「取締役会規則」に基づきその適切な運営を確保するとともに、取締役の職務の執行を監督します。さらに各部署の担当取
締役は、各部署の長の業務執行を監督することにより、法令・定款に違反する行為の未然防止に努めます。当社取締役は、重大な法令違反その
他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には直ちに監査等委員会に報告し、かつ遅滞なく取締役会に報告します。また当社取締役
会は、重大なコンプライアンス違反のおそれがある事項については、弁護士や会計監査人からの助言を得るものとします。

(3)　当社は監査等委員会を設置し、監査等委員会は、取締役の職務執行について、取締役会への出席や内部統制システムを活用した監査・監
督を実施します。当社監査等委員会及び監査等委員は、コンプライアンス体制及び内部通報制度の運用に問題があると認めたときは、意見を述
べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとします。

(4)　当社取締役及び当社代表取締役社長が必要に応じて指名する者で構成する企業倫理行動委員会は、「企業倫理行動委員会規程」に基づき
、当社グループにおける業務の適正を確保するための体制等の構築及び運用を統括します。また、企業倫理行動委員会は、「DNPグループ行動
規範」及び「丸善CHIグループ行動指針」の周知・徹底を図り、当社グループのコンプライアンスの取組みを組織横断的に統括し、当社グループ従
業員への啓蒙、教育活動を統括します。

(5)　当社グループにおける情報システムの投資・運用等については、「丸善CHIグループ・ITガバナンス基本規程」に基づき、当社グループにおけ
るITガバナンスを構築します。

(6)　当社グループにおける法令、諸規程に反する行為等を早期に発見し、是正することを目的に、「丸善CHIグループ・内部通報規程」を制定し、
総務部及び外部の弁護士を受付窓口とする当社グループ全従業員（取締役を含む）が利用可能な『丸善CHIグループ内部通報窓口』を設置しま
す。

(7)　当社代表取締役の直轄組織として業務部署から独立した監査部を設置します。監査部は、「内部監査規程」に基づき、関係会社の監査役と連
携し、当社グループ各社に対する定期的な内部監査と指導を行います。

２．当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)　当社取締役会は、当社グループのリスク管理を体系的に定める「リスクマネジメント規程」を制定し、適宜、同規程を見直すものとします。

(2)　当社は、当社グループのリスク管理及びコンプライアンス等に関連する課題に取組むため企業倫理行動委員会を設置します。総務部は、「リ
スクマネジメント規程」で定めるリスクマネジメントに関する情報の集約部署として、毎年、又は必要に応じて適宜、具体的なリスクの分析・評価を
行うものとします。

(3) 当社は、地震、津波、噴火、風水害その他の異常気象、火災、停電、伝染病、放射能汚染及びテロ等を要因とする大規模災害の発生によって

、当社及び当社グループが想定外の危機的状況に陥ることを回避することを目的に「大規模災害に対する基本方針」及び「大規模災害対策基本
規程」に基づき、実効性のある「危機管理体制」並びに「事業継続計画」を構築します。

(4) 当社は、「情報セキュリティ基本方針」及び「個人情報保護方針」を定め、当社が保有する個人情報を含むすべての情報資産を、事故、犯罪、

災害による漏洩、改ざん、利用阻害などの脅威から保護し、適切な物理的、電子的、人的諸対策を講じ、ビジネスの価値を高めます。当社グルー
プにおいても上記と同様の考え方に基づく管理体制を構築していきます。また、万一の場合に備えて必要な損害賠償保険に加入し損失拡大を防
止します。



３．当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)　当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、定例取締役会を原則として月1回開催するほか、必要
に応じて臨時取締役会を随時開催します。

(2)　当社取締役会の決定に基づく職務の執行については、「取締役会規則」のほか、「組織規程」、「職務権限規程」、「稟議規程」その他の社内規
程等に則り、それぞれの責任者がその権限に従って行うものとします。各部署の担当取締役は、各部署の長に適切な権限委譲を行うことにより、
業務執行の効率化を図ります。

(3) 当社は、当社グループ全体の年度事業計画及び経営戦略を策定し、毎月開催される当社取締役会において予算実績に関する分析並びに経

営戦略の進捗状況に関する各子会社からの報告を受けて業績管理を行います。

(4) 当社グループの資金調達案件については、当社経理・財務部にて一元管理することによって、当社グループ内の借り入れ金利の低減を図ると

ともに借り入れ総額及び借り入れ条件等を統制します。資金調達に際しては、当社取締役会にて審議の上、承認したものを実行し、当社あるいは
当社子会社において最も適切な借り入れ条件にて融資を受けます。また必要な場合には、当社取締役会による承認の上、当該融資資金をグル
ープ内においてファイナンスします。

(5) 当社及び当社の連結子会社では、当社グループ会計方針に基づき連結会計システム及び連結納税システムを利用し、決算業務の効率化を

図るとともに、適正な会計処理と納税を行います。　

４．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、取締役会で定めた「文書管理規程」及び「情報セキュリティ規程」に従い、職務執
行に係る情報を文書又は電磁的に記録し、保存します。当社取締役は「文書管理規程」及び「情報セキュリティ規程」に従い、これらの文書等を常
時閲覧できるものとします。

５．財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、「経理規程」に基づき適正な会計処理を実施します。また、当社及び当社グループ各社は、「財務報告に係る内部統制の基本方針」及び「
財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の実施要領」に基づき財務報告に係る内部統制の仕組みを整備し、法令等への適合性と財務報
告の信頼性を確保します。

６．当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の企業集団における業務の適正を確保するための体
制

(1)　当社は、「関係会社管理規程」を設け、一定の事項については当社グループ会社の取締役会決議前に当社経営企画部に連絡することを義務
づけ、そのうち重要な事項については、当社の取締役会等の事前承認事項とします。

(2)　当社は、当社内に当社グループの内部通報制度を設け、当社グループ全従業員（取締役を含む）が内部通報窓口を利用できるようにすること
で、当社グループ全体での業務の適正な遂行を確保します。

７．当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人の設置について監査等委員会から要請があった場合、代表取締役社長が監査等委員会と協
議の上、すみやかに適切な人員配置を行います。

８．前号の使用人の当社の他の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項及び当社の監査等委員会の前号の取締役
及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人については、専任者は当面置きませんが、取締役（監査等委員である取締役を除く）の指揮命
令から比較的独立した部署の者をあてることとし、当該使用人は監査等委員会の指揮命令に従うものとします。また、監査等委員会の職務を補助
すべき使用人の人事異動・人事評価については、事前に監査等委員会の同意を要することとします。

９．監査等委員会への報告に関する体制及び監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
確保するための体制

(1)　監査等委員は、当社の重要なすべての会議に出席でき、そこで報告を受け、質問をし、また必要に応じて意見を述べることができるものとしま
す。また、すべての資料、電磁的記録を閲覧できるものとします。

さらに取締役は、次の事項を監査等委員会に報告するものとします。

（i）会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

（ii）内部監査の状況及びリスク管理に関する重要な事項

（iii）重大な法令・定款違反

（iv）その他コンプライアンス上重要な事項

(2) 使用人は前項各号に関する重大な事実を発見した場合は、監査等委員会に直接報告できるものとします。

(3) 当社監査部は、当社グループ全体を監査対象として、年次の内部監査計画書に基づく内部監査を実施し、その結果を当社取締役会に報告し

ます。監査部は取締役会にて内部監査報告を行う前に監査等委員会に対し監査内容及びその結果を報告し、情報を共有します。

(4) 当社の「丸善CHIグループ・内部通報規程」に基づく『丸善CHIグループ内部通報』の集約部門である当社総務部は、受付した内部通報案件に

関する概要、進捗状況及び総括について、企業倫理行動委員会に定期的に報告するほか、直接に監査等委員会に対し報告を行います。

(5) 『丸善CHIグループ内部通報』の担当者、監査等委員、及びその他通報案件に関与する者は、『丸善CHIグループ内部通報』の通報者あるいは

直接に監査等委員会へ報告を行なった通報者が通報した事実をもって不利な扱いをされることがないように、公益通報者保護法その他の法令及
び当社の「丸善CHIグループ・内部通報規程」及び「監査等委員会に対する通報者保護規程」を遵守し、通報案件の受領から調査、通報案件の総
括、報告及び関係書類の保管等の各段階において厳重な情報管理を行います。

10．当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処
理に係る方針に関する事項

監査等委員の職務の執行に要した費用については経理・財務部長が内容を確認後に精算されます。

なお、監査等委員会と代表取締役は定期的に意見交換会を実施します。監査等委員の職務執行に関する費用に関して協議が必要な場合には、
当該意見交換会にてその対応について協議します。

11．その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社監査等委員会は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行い、また監査等委員会及び監査等委員は、必要に応じて担当
取締役、執行役員その他重要な使用人に対し報告や調査の実施を求めることができるものとします。

12．反社会的勢力による被害を防止するための体制

当社及び当社グループ各社は、「丸善ＣＨＩグループ行動指針」において、法令と社会倫理の遵守を掲げ、その中に反社会的勢力との企業活動を
一切行わないことを定め、これを遵守するとともに、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合に、関係遮断を可能とする取り決めを各取



引先との間で進めます。また、平素から警察や弁護士等の外部機関と緊密な連携関係を構築し、事案発生時の報告及び対応を行う担当部署を
設置します。さらに担当者を各種研修に参加させる等により、情報収集に当たります。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

上記１.の「内部統制システムの構築」に記載の12. 反社会的勢力による被害を防止するための体制に記載のとおりです。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

該当項目に関する補足説明　該当事項はありません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

【適時開示体制の概要】　

1.適時開示業務を執行する体制の整備にあたり検討すべき事項

(1)経営者の姿勢・方針の周知・啓蒙等

当社は、投資判断に影響する重要な会社情報が迅速、正確、公平かつ適切に開示されることが、健全な証券市場の根幹を成すものであると認識
しております。その認識のもと、常に株主、投資家の皆様をはじめとするステークホルダーの視点に立ち、また金融商品取引法その他関連法令及
び東京証券取引所の適時開示規則に則り、重要な会社情報を迅速、正確、公平かつ適切に開示することを経営の基本方針としております。

(2)自社の適時開示に関する特性・リスクの認識・分析

当社は持株会社として国内外に多くの拠点を有する各事業子会社における決定事実、及び決算情報並びに発生事実についての情報を、迅速か
つ網羅的に収集することに留意し、重要な情報については適時適切に開示を行うことができる体制の整備に努めてまいります。

2.適時開示業務を執行する体制

(1)開示担当組織の整備

・当社は、上記基本方針に則り、適時適切な会社情報の開示を行うために「情報開示規程」を定め、総務部を開示担当部署とし、総務部担当役員
を情報取扱責任者として、当該部署を中心とした適時開示体制を整備しております。

・情報取扱責任者及び開示担当部署は、取締役会その他重要な会議体に出席するとともに、経営企画部（稟議の進達管理及び関係会社の経営
管理の統括を行う）及び経理・財務部（決算情報等を取扱う）と適宜連携して会社情報を収集しております。

・当社は「関係会社管理規程」「関係会社管理規程別表」にて、関係会社が当社の事前承認を受けるべき事項、又は当社への報告を必要とする関
係会社の重要事項を定め、関係会社の情報もすみやかに把握できる体制を確保しております。情報取扱責任者及び開示担当部署は、収集され
た会社情報に関し、「情報開示規程」及び東京証券取引所の適時開示規則に基づき、その開示の要否、開示内容、開示方法及び開示時期等に
ついて、必要に応じて会計監査人、弁護士及び税理士その他の社外の専門家等と協議し、情報開示を適時に行うことに留意しつつ、その内容の
正確性、適法性及び明瞭さを確保する体制を整備しております。

・当社は、当社及び事業子会社内部の情報の把握・管理のため「内部情報管理規程」を制定し、重要事実に関する情報の厳重管理や役員・従業
員の株券等の売買に制限を設ける等、いわゆるインサイダー取引等の発生防止を徹底します。また、情報取扱責任者及び開示担当部署は、当社
及び事業子会社の役員・従業員に対して、会社情報及び内部情報の管理及び適時適切な情報開示の重要性その他「情報開示規程」及び「内部
情報管理規程」の定める体制及び手続等について、継続的な研修の実施及び社内告知その他の方法により周知徹底に努めます。

(2)適時開示手続きの整備

・開示すべき会社情報は、開示担当部署を通じて東京証券取引所への事前説明の後に「適時開示情報伝達システム（ＴＤｎｅｔ）」において開示しま
す。また、ＴＤｎｅｔでの開示に合わせて当社のホームページにも掲載し、情報開示後の株主・投資家等からの照会に積極的に対応するとともに、資
料投函や必要に応じて記者会見を行う等、当該開示情報の周知を図ります。

・当社は、当社及び事業子会社の会社情報の開示にあたっては、原則として当社の取締役会の承認後に行うこととしています。但し、当社及び事
業子会社の重要な発生事実については、「情報開示規程」に基づき、代表取締役及び情報取扱責任者による協議の上で適時に開示し、情報取扱
責任者から事後すみやかに取締役会へ報告を行います。

3.適時開示体制を対象としたモニタリングの整備

・当社は、他の組織から独立した内部監査部門である監査部を代表取締役直下に設置しています。監査部は、会社情報の管理体制を含め内部
管理体制を内部監査の対象としており、その適切性及び有効性を検証しております。

・監査等委員会は、取締役会その他重要な会議への出席、取締役からの報告聴取及び決算書類の閲覧等の方法により、上記管理体制が適正に
機能しているかにつき監査を実施しております。
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社外専門家によるアドバイス

開示審議・決裁収集・検証・判断・情報管理起案・報告

内部監査部門等による開示体制のモニタリング

監査等委員会によるモニタリング
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M&A・事業再編 ○ ○ ○

新規事業開発・マーケティング ○ ○

IT・DX ○ ○ ○ ○

財務・会計 ○ ○ ○

法務・コンプライアンス ○ ○

リスクマネジメント・ESG ○ ○ ○ ○

出版流通業界特有の知見 ○ ○ ○ ○ ○

2021/12/24

スキルマトリックス 敬称略


